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期間中

24時間申請可！
窓口に来る必要なし！

期間中
24時間申請可！
窓口に来る必要なし！

申請方法

起動したメニューから
申請開始

LINEで完結！
１問１答式で簡単申請！

Step.３

那須烏山市LINE
公式アカウントを

友だち追加

Step.１ Step.２

LINEトーク画面で
「烏山線通学定期券」と送信

または申請QRコードを
読み取る＠nasukara-1112

申請QRコード

補助対象者

留意事項

申請期間

令和７年度

市LINEで申請された場合、紙の申請書の提出は不要です。
申請内容について疑義が生じた場合、市LINEから確認の連絡をすることがあります。
申請後は市LINEからの通知が来るよう、設定をお願いします。
連絡がつかない場合は、申請された電話番号へ連絡させていただきます。
市LINEは申請に関する問い合わせに対応していません。お電話にて直接お問い合わせ
ください。

問合先：まちづくり課地域交通グループ

電　話：0287-83-1151（平日 8:30～17:15）

問合先：まちづくり課地域交通グループ
電　話：0287-83-1151（平日 8:30～17:15）

詳細は市ホームページを
ご確認ください

令和８年２月24日（火）～３月９日（月）令和８年２月24日（火）～３月９日（月）
LINE申請　　 申請期間中、24時間いつでも申請可能
窓口申請(紙)　平日 8:30～17:15 ※木曜日のみ19:00まで

※JR烏山線区間を利用して通学し要件を満たす方に、
　通学定期券購入費の一部を補助します。

市内在住で、JR烏山線区間を利用して市内外の高等学校等へ通学する児童生徒の保護者
市外在住で、JR烏山線区間を利用して市内の高等学校等へ通学する児童生徒の保護者
市内在住で、JR烏山線区間を利用して市内外の高等学校等へ通学する児童生徒の保護者
市外在住で、JR烏山線区間を利用して市内の高等学校等へ通学する児童生徒の保護者

令和７年度

最終受付

令和７年度
最終受付



市内在住で、JR烏山線区間を利用して市内外の高等学校等へ通学する児童生徒の保護者
市外在住で、JR烏山線区間を利用して市内の高等学校等へ通学する児童生徒の保護者

令和７年４月分から令和８年３月分

定期券購入費の４分の１の額を補助（100円未満切り捨て）
※JR烏山線の運行区間（烏山駅～宝積寺駅）に限る

◆必要な書類（LINE/紙 共通）
1. 有効期限切れ（利用済）及び申請月に有効期限を迎える通学定期券の写し
2. 申請者（保護者）の身分証明書（本人確認書類）の写し
3. 高等学校等に在学していることの証明の写し（生徒手帳、学生証、在学証明書等）
4. 申請者名義の振込先金融機関の通帳の写し

※LINE申請の場合
　必要書類の写真データを全て添付して申請　※紙の申請書の提出は不要
　申請方法の詳細は、市ホームページをご確認ください。
※窓口申請(紙)の場合
　「JR烏山線通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書」に必要書類（紙媒体）を添えて申請
　令和７年度内において２度目の申請の場合、必要書類２～４の省略が可能です。

令和８年２月24日（火）～３月９日（月）※令和７年度最終受付
年度内最終の申請期間については、有効期限を迎えていない定期券についても申請してください。
期間内の申請が困難な場合は、お電話で事前にご相談ください。

例）３箇月定期券　令和８年１月８日～４月７日　⇒今回申請（１～３月分）
　　６箇月定期券　令和８年１月８日～７月７日　⇒今回（１～３月分）と令和８年度（４～６月分）の２回申請　　　

LINE申請　　 申請期間中、24時間いつでも申請可能
窓口申請(紙)　平日 8:30～17:15 ※木曜日のみ19:00まで

定期券の有効期間に補助金の対象年度期間外または児童生徒が高等学校等に在学しない
　期間が含まれる場合は、当該期間を除き補助対象経費を算出します。

国、県その他地方公共団体及び市の補助金等の交付の対象となる経費は除きます。

補助対象者

定期券を継続購入すると、古い定期券が回収されてしまうため、
必ず更新前の定期券の写しを保管してください。

補助対象期間

補助金額

申請書類

申請期間

受付時間

留意事項 制度の詳細は
市ホームページを
ご確認ください

那須烏山市

JR烏山線通学定期券購入費補助金

那須烏山市
JR烏山線通学定期券購入費補助金

令和７年度


